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1.大臣官房監察室名簿 (平成23年 1月 19日 ),

2.保険医療機関等に対する指導・監査の検証及び再
発防止に関する検討チーム :中間とりまとめ報告書
(平成22年 12月 17日)      :



厚生労働省監察本部設置要綱

〔習壁勇』賃畠[1墨月〕
1 目的

厚生労働省でこれまでに生じた不祥事の反省を踏まえ、重大な

不祥事が発生した場合に迅速に事案の検証及び再発防止策の検討

(以下「事案の検証等」という。)を行うこと等を目的として、厚

生労働省内に「厚生労働省監察本部」 (以下「本部」というし)を
設置する。

2 本部の構成

(1)本部長は厚生労働大臣とする。

(2)本部長代理及び副本部長を置く。本部長代理及び副本部長は、

本部長が、厚生労働副大臣及び厚生労働大臣政務官からそれぞれ

1名ずつ選任する。

(3)本部員を置く。本部員は、別紙 1に掲げる職にある者とする。

(4)外部有識者からなる専門員を置 く。専門員は、別紙 2に掲げる

者とする。

3 本部の運営等

(1)本部は、厚生労働省職員 (内部部局、地方支分部局、施設等機関

の職員をいう。以下同じ。)による重大な不祥事が判明した場合そ

の他本部長が必要と判断した場合に招集し、事案の検証等を行う。

(2)事案の検証等に当たつては、必要に応じてワーキングチームを設

置する。地方支分部局職員による不祥事に関するワーキングチー

ムの設置に当たうては、事案の内容に応じ、地方支分部局法令遵

守委員会 (「地方支分部局法令遵守委員会設置規程」 (平成 18年

12月 19日 厚生労働大臣伺い定め))を活用する。

(3)本部は、重大な不祥事に関する事案の検証等に加えて、その他

の不祥事の内容・対応状況や内部監察の結果、法令遵守徹底のた

めの取組等について適宜報告を受け、改善に向けた検討を行う。



(4)本部長は、上記 (1)又 は (3)のために、本部に本部員以外の厚生

労働省職員の出席を指示し、また、専門員以外の外部有識者の出

席を求めることができる。

4 大臣官房監察室の設置等

(1)本部の事務局としての業務を行うために、大臣官房に監察室を

置く。その体制は次のとおりとする。

① 監察室に、室長及び室長代理を置く。大臣官房人事課長を室

長とし、大臣官房地方課長、参事官 (地方担当)及び会計課長

を室長代理とする。

② 監察室に、監察官及び監察官補佐を置くρ監察官及び監察官

補佐は、大臣官房人事課、地方課及び会計課の職員から監察室

長が任命する。

(2)監察室の庶務は、大臣官房地方課及び会計課の協力を得て、大

臣官房人事課において処理する。

(3)発生した不祥事に関連する省内各部局は、事案の検証等におい

て監察室に協力する。

(4)上記 (3)の他、省内各部局は、監察室からの要請に応じて、本部
が招集された際に、上:記 3の (1)を除く不祥事の内容・対応状況

や内部監察の結果、法令遵守徹底のための取組等について報告し、

本部において指摘を受けた点について改善策を講じる。

5 その他

この要綱に定めるもののほか、

ついては、本部長が別に定める。

6  附貝Ji

この要綱は、平成23年 1月 1

本部の運営に関し必要な事項に

9日から施行する。



厚生労働省監察本部員となる役職

(別紙 1)



荒井 史男 (弁護士)

井出健二郎 (和光大学経済経営学部教授、

‐   学院講師)

榮=(公認会計士)

保繁 (弁護士)        、

志郎 (弁護士)

厚生労働省監察本部専門員    ‐

(別紙 2)

東京医科歯科大学大



察本部を中lbと した役害」分担のイメージ



厚生労働省における通報受付体制の職員への再周知等について

1_厚生労働省における通報受付体制の現

O 職員等からの内部通報 :大臣官房人事課・地方課において対応

(1)本省内部部局職員等からの通報相談窓口
→ 大臣官房人事課職員第 1係

(2)地方支分部局の職員等からの通報相談窓口
→ 大臣官房地方課地方支分部局法令遵‐守室

(*)職員等からの通報専用ア ドレス

大臣官房人事課 :naibuthmhlw.gO.jp

地方支分部局法令連守室 :telkyoumhlw.gO.jp

(*)i職員等からの通報専用電話番号

.    大臣官房人事課 :03-3595二 2102

(3)職員等からの外部通報相談窓口
→ 青和特許法律事務所 萩尾保繁弁護士

住     所 :東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門 37森ビル

電 話 番 号 :03-5470■ 1900(内 線 182)
※電話受付時間  10:00～ 17:Oo(土 日祝日除 く)

FAX番 号 :03-5470,1920

メールアドレス :yhagioOselwapat co.jp

部からの公益通報 :大臣官房総務課行政相談室において対応

大臣官房総務課 行政相談室

電話 :03-5253-1111(内線 7134)

(窓口受付時間)9時 30分～12時  13時～17時
* 厚生労働省ホームページか らの入力による通報にも対応
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2.通報受付体制の職員への再周知と通報の

○ これまで、1.の体制に関する周知が必ずしも十分に図られている

とは言い難い状況であることから、監察本部発足の機会をとらえて、

再度厚生労働省全職員に対して通報受付体制の周知を図ることと ‐

したい。

0 その際に、特に、いろいろな情報の中で信憑性が低いと思われるよ

うなものについて、職員の判断だけで通報しないというのではなく、

どのような情報についてもまずは通報相談窓口に連絡するよう

徹底を図ることとしたい。



参考資料 1

大臣官房監察室名簿 (平成 23年 1月 19日現在)

蒲原基道 (大臣官房人事課長)

降長代到 宮野甚― (大臣官房地方課長)

1中山拓治 (大臣官房参事官 (地方担当))   ―

鈴木俊彦 (大臣官房会計課長)        ´

伊東明彦 (大臣官房人事課人事調査官)

富田 望 (大臣官房人事課人事企画官)

阿萬哲也 (大臣官房総務課企画官 (人事課併任))

赤松俊彦 (大臣官房地方課地方企画官 (地方支分部局法

令遵守室長併任))

笹嶋 貢 (大臣官房会計課監査指導室長)

若林健吾 (大臣官房人事課課長補佐)

風間信之 (大臣官房人事課課長補佐)

=藤
秀幸 (大臣官房地方課地方厚生局管理室室長補佐)

浦橋 武 (大臣官房地方課中央総務指導官)

村山森男 (大臣官房会計課監査指導室上席会計監査官)



参考資料 2

平成22年 12月 17日

保険El― 等に対する指導・監査の検証及び再発防止に関する
検討チーム :中間とりまとめ報告書

○ コンタクトレンズに関連した診療報酬の扱いを巡る贈収賄事件に関係して、当時
厚生労働省の現職の課長補佐であった住友克敏 (元保険局医療課医療指導監査室特
別医療指導監査官。以下「住友元監査官」という。)が、コンタクトレンズの販売
等を業としており系列のコンタクトレンズ診療所を有するシンワメディカル社取
締役から賄賂を受け取つたとして本年9月 25日に逮捕された。

○ 本件は、保険医療機関等の指導監査を行う立場の職員が事業者側と癒着していた
という点で極めて深刻であり、また、‐住友元監査官のようなモラルを欠いた職員の
不正行為を事前に察知・防止することができなかったことは組織・体制の問題でも
ある。

○ そこで、細川厚生労働大臣の指示で、保険医療機関等に対する指導監査業務の見
直しに加えて、省全体としてのコンプライアンスや情報の迅速な共有の徹底、内部
監察体制の構築等について検討するために、藤村副大臣を主査、岡本政務官を副主
査とし、外部有識者の参画も得て、「保険医療機関等に対する指導・幣杏の検証及び
再発防止に関する検討チーム」を立ち上げた。今般、同チームにおける議論の中間
とりまとめを行った。

(1)今回事案の経緯

9月 25日
10月 15日
12月  7日
12月 10日

12)桟驀

“

粥邸邑

住友元監査官の逮捕

鍮

初公判

懲戒免職処分

(10月 19日  勘

(11月  9日  追起輸

12月  9日 第4回
12月 17日 第5回 (中間とりまとめ)

9月 30日  第1回

10月 18日  第2回

11月 19日  第3回

* 11月 9日の追起訴を受け、捜査が終結したことを確認した上で、当時の担当
者からの聞き取り調査等を魏

1



2. 嘩場旨つ郷場正

(1)モラルを欠いた職員によって行われた不正行為

(シンワ系診療所に対するアドバイス)               .
① 一般の眼科学的検査に対する診療報酬は出来高で設定されているが、コンタク

トレンズの装用を目的に受診した患者について1よ、いくつかの検査を包括した診
療報酬とされている (コ ンタクトレン抑 。しかしながら、住友元監査官
は、シンワメディカル社系列のコンタクトレンズ診療所(以下「シンワ系診療所」
という。)に対して、一連の診療行為を作為的に分けて、治療に伴う検査と説朋
できる場合には出来高で請求し、そのように説朋できない場合には保険診療が可
能であるにもかかわらず自費診療により対応するなどして不当に利益を上げる
ことができる方法をアル イヽスしており、これはコンタクトレンズ検査料導入の
趣旨に反するものである。   .

,          局 (当時)からの照会への不適切な回答等)  、
´② 住友元監査官からアドバイスを受けたシンワ系診療所の主張への対応に苦慮

したいくつかの地方社会保険事務局 (当時 :現在は地方厚生(夕D局及びその支部
(以下「地方厚生 (ヨD局等」という。))の職員は、住友元監査官に疑義照会を行

つ勧 ヽ住友元監査官は、上司の決裁等を経ることなく個人の判断で適法と説朋
していた。説明を受けた職員は、住友元監査官がコンタクトレンズ診療所に対す
る指導監査の中心的役割を果たしていたこともあり、結果として住友元監査官の
説明を受け入れてそれ以上の指導監査を行わなかった。
なお、住友元監査官は社会保険庁国際事業室 (当時)及び年金局国際年金課に

異動した後も、シンワ系診療所への指導監査に関連して地方厚生(ヌD局等の職
員に働きかけを行つているが、それによって指導監査の内容が変えられたこと
はなかつた。

¨ 罰

③ 住友元監査官は、シンワ系診療所に対し便宜を図つた謝礼として、平成20年
.2月 4日から同年9月 25日 までの間に、合計1,175万円の現金を受領した。厚
生労働省では、この非違行為に対し、本年12月 10日付で国家公務員法に基づく
懲戒免職処分を行つた。

② 不正行為が行われていたのを事前に察知・防止できなからた体制の不備

(省内のガバナンスの欠如)

① 保険医療機関等の指導監査を担当する職員の育成が十分に行われていないこ
と力ヽ 本件において住友元監査官の説明に従わざるを得なかつた状況を生み出し
た原因の一つと考えられる。また、職員の不正行為を示唆する情報その他重大な
情報を入手した場合の本省に対する報告基準が明確に定められておらず、住友元

2



監査官がシンワ系診療所に協力しているとの内部告発等が平成21年 5月に近畿
厚生局に対してなされていた力ヽ 本省へは遇自こ報告されていなかった。

(内臨 脚 ― )

② 保険医療機関等の指導監査に関して、本省から地方厚生(ヨυ局等に対する事務
指導は行われているが、他の旧厚生分野における業務と同様に、不正行為の予
防・発見といつた視点からの内部監察を行う体制賦設けられていないこと力ヽ 今
回の不正行為を事前に察知・防止できなかった原因の一つとならている。

(不正行為を防止する体制不備の背景となる本省と地方厚生 (ヨD局の役割分担等)

③ 保険医療機関等の指導監査に関して、権限は地方厚生 (メυ局長が持つているが
実際に指定取消処分等を行う際には本省に対して「内言判 を行うこと等が求めら
れており、本省も一定規模以上の保険医療機関等に対して共同で指導を行つてい
るなど、本省と地方厚生(夕υ局等の間で責任と権限が未分化である。また、一部
でローカノリレール的な事務処理が行われていたこと、地方厚生(3D局等から本省
人の疑義照会への回答が滞留して迅速に対応できていない実態、地方厚生(ヨリ局
等において指導監査の医学的専門分野を担当する医師である指導医療官の確保
が困難であるといつた実務上の問題点がある。さらに、旧社会保険庁の業務は、
健康保険・厚生年金の適用・徴収、国民年金事業、記録管理二年金相談等を主体
とするものであつたことから、保険医療機関等に関係する業務の従事経験を有す
る職員は少数であったため、個人や組織としての専門性の蓄積が進みにくいとい
う問題点があつた。これらの問題点があいまつて、本省と地方厚生(夕υ局等との
役割分担が不明確となり、不正行為に対する組織的なチェック機能が働きにくく
なつていた。

3. 署

"樹

防麟

O 事案の検証結果からみても分かるとおり、職員個人のモラルの問題も大きいが、
不正行為を事前に察知・防止できなかった体制の不備の問題も大きいと考えられる。
したがって、それらの問題を中心として、今後実施に移す再発防止策を次のとおり
とりまとめた。

○ 今回の事例は保険医療機関等に対する指導監査の問題ではある力ヽ この機会に厚
生労働省の業務全体にわたる再発防止策を検討する趣旨でt他の分里刊こおける体制
も含めた検討が必要である。そのため、本報告書においては、地方厚生(ヌD局等及
び都道府県労働局(以下「地方支分部局」という。)についても検討を行うものであ
る:

○ なお、本検討チームでは、先般、情報漏洩に関するT― 生ヾじた日本年金機
構からヒアリングを行つた。事案の性質は異なる部分もあるが、同機構に対しては



本中間取りまとめの内容にも留意して適切な対策を講ずるよう求めるものである。

(1)コ ンプライアンス及び情報の迅速な共有を徹底する具体的仕組み

(倫理研修の強化等による国家公務員倫理の再徹底 :直ちに勤

① 国家公務員倫理法 (平成11年法律第129号)に基づく国家公務員倫理規
程等により、利害関係者から名目を問わず金銭・物品等の贈与を受け取ること
は禁じられている。倫理研修の強化等を行い、今回の事例等を題材として国家
公務員倫理の基本を全職員に再徹底する。

.(指導監査担当職員が業務を行う上でのルールの明確化 :平成23年度から銅

② 指導監査を担当する職員について、倫理規程等に反した行動をとらないよう
にするために、例えばメールでのやりとりにおいては必ず写しを上司にも送る
ようにするといつたルールを明確化する。まずは保険医療機関等の指導監査に
おけるル=ルを明確化した上で、その他の分野についても同様の対応を行うこ

|

とについて検討する。

雌 分部局から本省への報告ルールの明確化 :平成23年度から実施)

③ 地方支分割局が入手した情報のうち何をいつまでに本省に報告すべきかとい
つたルールを明確化する。まずは保険医療機関等の指導監査における報告ルー
ルを明確化した上で、その他の分野についても同様の対応を行うことについて
師 る。

② 地方支分部局を含めた組織・人事の見直し        |

(本省と地方支分部局における役割分担の明確化:平成23年度中l嘲薦舗

① 個別の指導監査は地方支分部局が主体的に行い、本省は地方支分部局の指導
監督:重大案件の対処や全体の企画立案等に重点を置いた体制とする方向での
見直しを検討する。まずは保険医療機関等の指導監査における役割分担を見直
した上で、その他の分野にっいても同様の対応を行うことについて検討する。

(指導監査担当職員の育成に重点を置いた人事ローテーションの見直し:平成2
1

②  これまでの人事ローテーションを見直し、中 連業務に従事する職員
は当該分野内を中心として異動することにより専門性を高める形とした上で、
保険医療機関等の指導監査の担当者は地方厚生(ヨD局等に重点的に配置し、そ

4



の中で管理能力等が認められた職員を積極的に本省の医療指導監査室に登用し、

地方厚生 (ヨD局等の指導や全体の企画立案等を行う体制とする方向で検討する。

C)内剖艦謗諄齢鵬款劇出棄

(内部監察を行う体制の整備 :直ちに実施)        .

① 問題い発覚した際に迅速に事案の検証及び再発防止策の検討を行うことがで

きるよう、大臣をトップとする監察本部 (仮称)を設置する。同本部には、弁

護士等の外部有識者の参画を得る。事務局として、大臣官房監察室 (仮称)を
設置する。なお、地方支分部局については、大臣官房地方課に、地方支分部局
法令遵守室と、弁護士等の外部の専門家の参画を得た地方支分部局法令連守委
員会が設置され、地方支分部局の不正経理防止対策の実施状況等の点検及び会
計事務に関する総合的な指導、法令違反に関する通報の受理、検証等を行つて
いる。このため、新たな体制の整備に際しては、既存の体制との整合性を図り、
効果的・効率的なものとする。

け劇樋劇琳制の整備 口拡充等 :直ちに実施)

② 大臣官房監察室 (仮称)力障 を行うための内部通報体制の整備・拡充
等を行う。内部通報の連絡先を全職員に改めて周知するなど、通報を行うこと
が容易にできる環境を作る。

(地方支分部局における内部監察体制の整備 :検討結果を平成24年度定員要求に

触

③ 都道府県労働局においては、地方労働基準監察監督官、地方職業安定監察官
等の内部監察の体制が整備されている。そのような体制が確立してない地方厚
生Gり 局等における適切な内部監察が実施できる体制の整備に向けて検討を進
める。

(本省から地方支分部局に対する随時の監察を実施:検討結果を平成24年度定員
喜諄Rに5]り0

④ 本省の労働部局においては、中央労働基準監察監督官、中央職業安定監察官
等が設置されるとともに、同監督官及び監察官は地方課にも併任発令されて、
管理事務及び企画調整事務を含め、都道府県労働局の所掌する事務の監察口業
務指導を行つている。しかしながら、本省の厚生部局においては、地方厚生(支)

局等の所掌する事務について監察・業務指導を行う体制が確立しておらず、随
時適切に監察を行うことができる体制の整備に向けて検討を進める。



(他の地方支分部局の職員が参画して指導監査を実施する体制の検討:保険医療機
関等の指導監査について平成23年度から実施、他分野についてはそれ馴降順次実
D

⑤ 指導監査を行う上で、指導監査の対象となる事業者等と日常的に関係が無い
他の地方支分部局の職員が参画して指導監査を行うこととすると、より客観的
な観点からの指導監査が可能となると考えられる。まずは保険医療機関等の指
導監査について実施を進め、その上で他の分野においても同様の対応を行うこ

=      とについて検討する。

④ 保険医療機関等に対する指導監査業務の見直し等

鮮雛拠曜り標準化・統一化等 :平成23年度中に鋤

① 各種マニュアル類の整備、疑義照会の早期凱 指導医療官の確保、職員に
対する研修の充実強化を進め、事務処理の標準化・統一化等を行う。これらの
取組を進めつつ、権限と責任め明確化を進めるため、現在行われている内議等
については事務処理の標準化等の状況を踏まえ、その必要性や在り1方について
検討を行う。また、指導監査における審査支払機関との連携を強イヒし:審査支
払機関における審査の過程で得られた情報を地方厚生(ヨD局及び本省で集約し
て活用する仕組みを構築する。

徘霧陽譴F嗜り方についての見直し:平成23年度中1苺鋤D

② 今回の事例を踏まえ、指導大綱・監査要綱等の体系に基づき行われている指
導監査業務について、不正行為の発生を防止できるものとなっているかという
観点から確認を行う。また、現在の体系が平成7年 12月に定められ、時間が経   '

1 過し保険診療を巡る情勢の変化に対応するものとなっていないという指摘があ
ることや、実施状況に差が生じている現状を踏まえ、指導対象の選定方法等そ
のあり方について見直しを行う。

(他分野における指導監査の在り方についての見直し:保険医療機関等の指導監査に
ついての見直しと並行して検討し‖國楚鋤D

③ 今回の事例を踏まえて、保険医療機関等の指導監査に関する事務処理の標準
化や統■化等の指導監査の在り方の見直しを進めるのと並行して、他の分野の
指導監査業務についても見直しの検討を行う。

…    (コ ンタクトレンズ検査料の在り方の検討 :平成24        に向けて卸

④  コンタクトレンズ検査料について|よ 診療報酬請求の状況を踏まえつつ、そ
_      のあり方について見直しを含めた検討を行う。



○ 今回― は、一職員のモラルを欠いた行為が省全体の信頼を損ねたという点で
誠に残念なものである力ヽ 組織的な違法行為が行われた訳ではない。しかしながら、

本中間取りまとめでは、あえてその中で、個人の行動を防ぐことができなかった組
織的な原因を検証し、再発防止を行うことによつて、同様の事例を今後可能な限り
ゼロに近づけることを目指している。したがって、各職員においては、今回の事案
によって業務を行う上で受け身の立場となり、萎縮することなく、信頼回復に向け
て、よリー層の業務品質の向上に取り組むことが必要である。

○ 行政の使命は、各分野で、職員一人二人が知恵を出し合いながら、公平・公正で
効率的なサービスに繋げていくことにある。本中間とりまとめに掲げた再発防止策
を後ろ向きに捉えることなく、各職場で上司と部下が活発に議論し、コミュニケー
ションアップを図り、よりよいマネジメントを意識して、国民に貢献する組織とな
つてい〈ことを期待する。



今回の事案の背景等 【参考1】

【仕組み】

―

―

審査支払機関
(基金口国保連

【背景】

○機能性 1利便性に優れたコンタクトレンズの
開発による装用者・市場規模の急拡大
○コンタクトレンズ診療に特化した医療機関
が多数開設され、不正請求の存在が指摘。

【行政の取組】

0コンタクトレンズ検査料の創設(H18.4改定)

・適正化を目的とし、初・再診料、屈折検査料、精密眼圧測定
料等を包括化

・ョンタクトレンズ検査に係る患者割合が70%以上は低い点
数を設定(コンタクトレンズ販売店併設診療所による診療報
酬請求の適正化を図るための施設基準)

→しかし、販売店併設診療所において、不適切な施設基準の
届出や請求が疑われたも

(不適切な請求の例)

:意図的な病名追加、不必要な検査・治療の実施
・定期的に廃止・新規を繰り返し、初診料を複数回請求
口無資格者による検査等

Oヨンタクトレンズ診療所に対する指導監査の実施
・平成18年 12月 以降、全国的な指導等を展開。

Oコンタクトレンズ検査料の見直し(H20,4改定)

「施設基準の厳格化{70%以上から3o%以上へ。)

・初回装用と既装用を一本化し、点数引下げ。

保険者

コンタクトレンズ
販売店

コンタクトレンズ

コンタクトレンズ

コンタクトレン

購入者

コンタクトレンズ
篠遅暴蕗塾

住友元監査官は、シンワメディカル社系列のコンタクトレンズ診療所に対して、不当に利益を上げる
ことができる方法をアドバイスしてぃた。
①のアドバイスを受けた診療所の主張への対応に苦慮した地方社会保険事務局(当 時)からの疑義
照会に対して、住友元監査官は、上司の決裁等を経ることなく個人の判断で適法と説明していた。
住友元監査官は、異動後も地方厚生(支 )局都府県事務所等への働きかけ等を続けていた(*これ
にようて指導監査の内容が変えられたことは無からた)。



再発防止策の工程表             【参考2】

(保険医療機関等に対する指導・監査の検証及び再発防止策に関する検討チマム:中間とりまとめ)

平成22年度 平成23年度

1コンプライアンス及び情報の
迅速な共有を徹底する
具体的仕組み

●倫理研修の強化等による国家公務員倫理の再徹底 (直ちに実施)

●指導監査担当職員が業務を行う上でのルールの明確化(H23年度から実施)

●地方支分部局から本省への報告ルールの明確化(H23年度から実施)

地方支分部局を含めた
組織口人事の見直し

●本省と地方支分部局における役割分担の明確化(H23年度中に結論 )

●指導監査担当職員の育成に重点を置いた人事ロニテーションの見直し

(H23年度中に結論)

内部監察体制等の構築

●内部監察を行う体制の整備(直ちに実施)

●内部通報体制の整備・拡充等(直ちに実施)

●地方支分部局における内部監察体

制の整備 (検討結果をH24年度定員要

求に反映 )

●本省から地方支分部局に対する随
時の監察を実施 (検討結果をH24年度
定員要求に反映 )

●他の地方支分部局の職員が参画して指導監査を実施する体制の検討

(H23年度より順次実施 )

保険医療機関等に対する
指導監査業務の見直し等

●事務処理の標準化・統一化等(H23年度中に実施 )

●指導監査の在り方についての見直し(H23年度中に実施)

●他分野における指導監査の在り方についての見直し(順次実施 )

●コンタクトレンズ検査料の在り方の検討

(H24年度診療報酬改定に向けて検討 )



【参考3】

「保険医療機関等に対する指導 0監査の検証及び再発防止に関する

●   検討チーム」メンバT

(主 査)藤 村副大臣

(副主査)岡 本政務官

(外部有識者 :敬称略)

・
井出 健二郎 (和光大学経済経営学部教授、

東京医科歯科大学大学院講師)       :
梶本  章  (早稲田大学大学院客員教授)

福田  仁― (公立大学法人九州歯科大学長 L理事長)

柳  志郎  (新村総合法律事務所弁護士)

山口  徹  (国家公務員1共済組合連合会虎め門病院長):
1 吉田 英機

.(昭
和大学泌尿器科名誉教授)

(その他のメンバー)

二川総括審議官

.    蒲原人事課長

中山地方課参事官 (地方厚生局管理室長併任)

‐   外口保険局長              ‐

i        唐澤保険局審議官

1        ‐鈴木保険局医療課長


